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京都議定書基準年から2012年までの変化（%）

京都議定書目標値(%)

京都議定書目標値と京都議定書基準年から2012年までの変化

※1:  2012年値には、森林等吸収源、京都メカニズムで獲得したクレジットは含まれていない。

※2:  青色は気候変動枠組条約基準年比（アメリカは京都議定書未批准、カナダは京都議定

書離脱）。

※3: 掲載値は、今後の審査等により改訂されることがある。
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京都議定書の達成状況（排出量のみ、%）

京都議定書目標値(%)

京都議定書目標値とその達成状況（2008～2012年平均 （※森林等吸収源、京都メカニズムクレジットを含まない））

※1: 掲載値は、今後の審査等により改訂されることがある。
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京都議定書の達成状況（排出量のみ、%）

森林等吸収源を加味した達成状況（%）

京都議定書目標値(%)

京都議定書目標値とその達成状況（2008～2012年平均 （※森林等吸収源を加味））

※1: 掲載値は、今後の審査等により改訂されることがある。
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京都議定書の達成状況（排出量のみ、%）

森林等吸収源・京都メカニズムクレジットを加味した達成状況（%）

京都議定書目標値(%)

京都議定書目標値とその達成状況（2008～2012年平均 （※森林等吸収源、京都メカニズムクレジットを加味））

※1: 掲載値は、今後の審査等により改訂されることがある。

※2: 京都メカニズムクレジットの値は、各国のインベントリ提出時の値であり、それ以降の

クレジットの売買等により変更になる。
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